
阿賀野市条例第１０号 

   阿賀野市都市公園条例の一部を改正する条例 

 阿賀野市都市公園条例（平成１６年阿賀野市条例第１７３号）の一部を次のように改

正する。 

別表第４中 

「 

２ 法第６条第１項又は第３項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合 

区分 単位 金額 

電柱その他これ

に類するもの 

第1種電柱 1本につき1年 540円 

第2種電柱 830円 

第3種電柱 1,100円 

第1種電話柱 480円 

第2種電話柱 770円 

第3種電話柱 1,100円 

その他の柱類 48円 

水道管、下水道

管、ガス管その

他これらに類す

るもの 

外径が0.15メートル未

満のもの 

長さ1メートルに

つき1年 

43円 

外径が0.15メートル以

上0.2メートル未満のも

の 

58円 

外径が0.2メートル以上

0.4メートル未満のもの 

120円 

外径が0.4メートル以上

1メートル未満のもの 

290円 

外径が1メートル以上の

もの 

580円 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所 

1個につき1年 960円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 1個につき1年 400円 

競技会、集会、

展示会その他こ

れらに類する催

しのために設け

占用期間が1月未満の場

合 

占用面積1平方メ

ートルにつき1日 

21円 

占用期間が1月以上の場

合 

占用面積1平方メ

ートルにつき1日 

19円 



られる仮設工作

物 

標識 1本につき1年 770円 

                                      」

を 

「 

２ 法第６条第１項又は第３項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合 

区分 単位 金額 

電柱その他これ

に類するもの 

第1種電柱 1本につき1年 590円 

第2種電柱 900円 

第3種電柱 1,200円 

第1種電話柱 530円 

第2種電話柱 840円 

第3種電話柱 1,200円 

その他の柱類 53円 

水道管、下水道

管、ガス管その

他これらに類す

るもの 

外径が0.15メートル未

満のもの 

長さ1メートルに

つき1年 

47円 

外径が0.15メートル以

上0.2メートル未満のも

の 

63円 

外径が0.2メートル以上

0.4メートル未満のもの 

130円 

外径が0.4メートル以上

1メートル未満のもの 

320円 

外径が1メートル以上の

もの 

630円 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆

電話所 
1個につき1年 

1,100円 

郵便差出箱及び信書便差出箱 1個につき1年 440円 

競技会、集会、

展示会その他こ

れらに類する催

しのために設け

占用期間が1月未満の場

合 

占用面積1平方メ

ートルにつき1日 

21円 

占用期間が1月以上の場

合 

占用面積1平方メ

ートルにつき1日 

19円 



られる仮設工作

物 

標識 1本につき1年 840円 

                                      」 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の阿賀野市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料につい

ては、なお従前の例による。 


